
2Ka

被　　服

８

水嶋流の伝授について

〔( 社) 日本家 政学 会

陶　智子（富山女子短大）

《目的》江戸時代、武家礼法の中心をなしたのは小笠原流であったことは周知の事
実である。その特異性に注目し、小笠原流をさらに四派に分類したのは島田勇雄氏

である。島田氏の分類によれば、小笠原流は、総領家、京都小笠原家、赤沢家、総
領家の系統で在野で指導をした庶民派に分類されることとなる。このうちの庶民派

を除く三家は、大名や旗本であり、礼法に関してはどちらかと言えば保守派であっ

たといえよう。そのため礼法家としての積極的な活動は見ることができない。それ
に対して、庶民派は革新的なところがあり、あらだな礼儀作法の分野を確立したり
いわば家元的存在として多くの門弟を獲得したりするなど活動的であった。その庶

民派の中で特に着目される存在が水嶋ﾄ 也之成である。この水嶋ﾄ 也之成の礼法家
としての位置づけと伝授系路の明確化を行うことを目的とする。
〈結果))水嶋ﾄ 也之成については、『水嶋家由緒書』（宮内庁書陵部所蔵）によっ
てその生い立ちなどがほぼあきらかとなった。七十五歳の天和元年（16  8 1 ）に

徳川綱吉の世継ぎ徳松君の髪置の儀式を執り行ったことは有名であるがどのような
経緯で礼法家となったか、また門弟三千人と評判をとるようになるまでの経緯など
興味深い点が多い人物である。また、水嶋流には、水嶋ﾄ 也之成から高弟の伊藤甚

右衛門幸氏へと続く伝授系路と、森平格へと続く伝授系路の大きくわけで二系統が
存在することがあきらかになった。
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被服形態 と着 装意識の 変 遷

一女性の社会進出・女性観の変容に関する視点より
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目的　伝統的な着装に変化が見られはじめた1960 年から今日に至るまでには、その背
景に女性の意識や行動の変化、女性観の変容、さらには女性を取り巻く環境の変化が見ら

れるため、現代衣生活の形成を論究するのにそれらを無視することはできない。本論では
被服自体の形態変化とこれらの意識の変容との関わりから着装観の変容を検討する。

方法　まず男性の仕事着である背広に準ずるものと見ることのできる女性のスーツを対

象として、1960 年から1996 年の『装苑』の製図からジャケット丈、スカート丈、肩幅、

身幅 の変化を調査した。次に36 年間を４期に分け、各期の被 服形態の特徴を比較分析し

か後、雑誌・新聞記事を渉猟し、その特徴の基盤をなす女性観の変容を考察した。
結果　I  .1960 －66 年 の［社会 進出期］、n.1967 －75 年の「女性解放運動期」、

111.1976－85 年の［国 連婦人の十年］、IV.1986-95 年の「均等法以降」の４期間で、被

服の各構成部分には明らかに差が見られた。全体を通して見ると、Ｉ期からｕ期にかけて

短い丈、身体にフィットした傾向を示すが、ｍ期には従来より長い丈、身体から離れた大

きな傾向となる。･さらにIV期には再び有意に短い丈、身体にフィットしたものに変化して

いる。構成部分ごとに見ると、スカート 丈は全体像の傾向と同様に推移し、ジャケット丈

は！ 期に比べＨ期以降長くなり、身幅はＨ期に顕著に小 さくなるがnijv期は同水準で大き
くなっている点が指摘できる。しかし、被服形態は期間 を経るごとに多様化したことが明

らかとなった。特に仕事着においては、女性らしさを否定した従来の傾向から逆にそれを
積極的に表現する着装をも採り入れることがIV期に決定づけられた。
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